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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの交換局が同一の位置登録エリアを管理しており、無線制御装置が前記
少なくとも２つの交換局の各々に接続されている移動通信システムにおいて、現在位置に
対応する位置登録エリアを管理するいずれかの交換局に対して位置登録処理を行う移動局
であって、
　前記位置登録処理を行った位置登録エリアにおいて割り当てられた前記移動局の一時的
な識別子を記憶する移動局識別子記憶部と、
　前記無線制御装置からアクセス制限信号を用いて通知された交換局の識別子と、前記移
動局の位置登録先の交換局の識別子とが一致する場合に、前記無線制御装置に対する信号
の送信を停止する通信制御部を具備し、
　前記移動局の一時的な識別子には、前記移動局の位置登録先の交換局の識別子が含まれ
ており、
　前記アクセス制限信号は、前記移動局の一時的な識別子内の前記移動局の位置登録先の
交換局の識別子の位置及びビット数を含み、
　前記通信制御部は、前記アクセス制限信号に含まれる前記移動局の位置登録先の交換局
の識別子の位置及びビット数に基づいて、前記移動局の一時的な識別子に含まれる該移動
局の位置登録先の交換局の識別子を検出することを特徴とする移動局。
【請求項２】
　前記位置登録処理を行った位置登録エリアの識別子を記憶する位置登録エリア識別子記
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憶部を更に具備し、
　前記通信制御部は、前記無線制御装置からアクセス制限信号を用いて通知された交換局
の識別子と、前記移動局の位置登録先の交換局の識別子とが一致する場合で、かつ、前記
無線制御装置から通知された位置登録エリアの識別子と、前記位置登録エリア識別子記憶
部に記憶されている位置登録エリアの識別子とが一致する場合に、前記無線制御装置に対
する信号の送信を停止することを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項３】
　前記交換局の識別子は、特定の位置登録エリア及び隣接する位置登録エリア内において
、各交換局を一意に識別することができることを特徴とする請求項１又は２に記載の移動
局。
【請求項４】
　前記通信制御部は、前記無線制御装置からアクセス制限解除信号を用いて通知された交
換局の識別子と、前記移動局の位置登録先の交換局の識別子とが一致する場合に、前記無
線制御装置に対する信号の送信を再開することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一
項に記載の移動局。
【請求項５】
　少なくとも２つの交換局が同一の位置登録エリアを管理しており、無線制御装置が前記
少なくとも２つの交換局の各々に接続されている移動通信システムにおいて、移動局が、
現在位置に対応する位置登録エリアを管理するいずれかの交換局に対して位置登録処理を
行う移動通信方法であって、
　前記移動局が、前記位置登録処理を行った位置登録エリアにおいて割り当てられた前記
移動局の一時的な識別子を記憶する工程と、
　前記無線制御装置が、接続している前記少なくとも２つの交換局のうちの特定の交換局
に対してアクセス不能であることを検知する工程と、
　前記無線制御装置が、前記無線制御装置配下の前記位置登録エリア内の移動局に対して
、前記特定の交換局の識別子を含むアクセス制限信号を送信する工程と、
　前記移動局が、前記アクセス規制信号に含まれる前記移動局の位置登録先の交換局の識
別子の位置及びビット数に基づいて、前記移動局の一時的な識別子に含まれる該移動局の
位置登録先の交換局の識別子を検出する工程と、
　前記移動局が、前記アクセス制限信号によって通知された前記特定の交換局の識別子と
、検出された前記移動局の位置登録先の交換局の識別子とが一致する場合に、前記無線制
御装置に対する信号の送信を停止する工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも２つの交換局が同一の位置登録エリアを管理しており、無線制御
装置が前記少なくとも２つの交換局の各々に接続されている移動通信システムにおいて、
移動局が、現在位置に対応する位置登録エリアを管理するいずれかの交換局に対して位置
登録処理を行う移動通信方法、及び、かかる移動通信方法に用いられる移動局及び無線制
御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、同一の位置登録エリアを複数の交換局で管理することによって、各交換局におけ
る処理負荷の分散を図ることができる移動通信システムが知られている。図８（ａ）を参
照して、かかる移動通信システムについて説明する。
【０００３】
　かかる移動通信システムでは、図８（ａ）に示すように、無線制御装置ＲＮＣが、所定
のインターフェイス（例えば、Ｉｕ-ｆｌｅｘインターフェイス）で、同一のルーティン
グエリア（位置登録エリア）ＲＡ＃１を管理する第１のパケット交換サービス用交換局Ｓ
ＧＳＮ＃１及び第２のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃２に接続されている。
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【０００４】
　無線制御装置ＲＮＣは、ルーティングエリアＲＡ＃１内の移動局ＵＥからの位置登録要
求を受信した場合、各パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮの負荷状況に応じて、当該
移動局ＵＥの位置登録処理を行うパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮを決定し、決定
したパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮに対して当該移動局ＵＥからの位置登録要求
を転送する。
【０００５】
　図８（ａ）では、移動局ＵＥ＃１が、ルーティングエリアＲＡ＃１において、第１のパ
ケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１に対して位置登録しており、第１のパケット交
換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１を介して各種パケット交換サービス用信号を送信してい
る。
【０００６】
　一方、移動局ＵＥ＃１と同一のルーティングエリアＲＡ＃１に在圏する移動局ＵＥ＃２
は、第２のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃２に対して位置登録しており、第２
のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃２を介して各種パケット交換サービス用信号
を送信している。
【非特許文献１】3GPP標準仕様 TS 23.236 「Intra-domain connection of Radio Access
 Network (RAN) nodes to multiple Core Network (CN) nodes」
【非特許文献２】3GPP標準仕様 TS 25.331 「Radio Resource Control (RRC) protocol s
pecification」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の移動通信システムでは、同一のルーティングエリアＲＡ＃１を管
理する複数のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮのうち、一つのパケット交換サービ
ス用交換局ＳＧＳＮにおいて輻輳や障害が発生した場合、当該パケット交換サービス用交
換局ＳＧＳＮに位置登録している移動局ＵＥだけでなく、当該位置登録エリアを管理する
他のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮに位置登録している移動局ＵＥも、位置登録
先のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮに対して各種パケット交換サービス用信号を
送信することができない、すなわち、パケット交換サービスを利用することができなくな
るという問題点があった。
【０００８】
　具体的には、図８（ｂ）に示すように、ステップＳ１において、第１のパケット交換サ
ービス用交換局ＳＧＳＮ＃１において輻輳や障害が発生した場合、ステップＳ２において
、第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１は、その旨を通知する状態信号を無
線制御装置ＲＮＣに送信する。
【０００９】
　ステップＳ３において、無線制御装置ＲＮＣは、パケット交換サービスドメインに対す
るアクセスを規制するアクセス制限信号を、ルーティングエリアＲＡ＃１内の移動局ＵＥ
に対して送信する。
【００１０】
　ここで、従来の移動通信システムでは、無線制御装置ＲＮＣが、アクセス制限信号にお
いて、輻輳や障害が発生した第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１を特定す
ることができない。
【００１１】
　したがって、ステップＳ４において、移動局ＵＥ＃１が、受信したアクセス制限信号に
応じて第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１宛ての各種パケット交換サービ
ス用信号の送信を停止すると共に、ステップＳ５において、移動局ＵＥ＃２も、受信した
アクセス制限信号に応じて第２のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃２宛ての各種
パケット交換サービス用信号の送信を停止する。
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【００１２】
　また、ステップＳ６において、他のルーティングエリアからルーティングエリアＲＡ＃
１に移動してきた移動局ＵＥ＃３が、本来アクセス可能である第２のパケット交換サービ
ス用交換局ＳＧＳＮ＃２が存在するにも関わらず、ルーティングエリアＲＡ＃１において
位置登録要求を送信することができない。
【００１３】
　そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、第１のパケット交換サービス用
交換局において輻輳や障害が発生した場合に、同一の位置登録エリアを管理する第２のパ
ケット交換サービス用交換局に位置登録している移動局及び新たに当該位置登録エリアに
移動してきた移動局が、本来アクセス可能である第２のパケット交換サービス用交換局に
対してアクセスを行うことができる移動通信方法、及び、かかる移動通信方法に用いられ
る移動局及び無線制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の第１の特徴は、少なくとも２つの交換局が同一の位置登録エリアを管理してお
り、無線制御装置が前記少なくとも２つの交換局の各々に接続されている移動通信システ
ムにおいて、現在位置に対応する位置登録エリアを管理するいずれかの交換局に対して位
置登録処理を行う移動局であって、前記無線制御装置からアクセス制限信号を用いて通知
された交換局の識別子と、前記移動局が位置登録処理を行った交換局の識別子とが一致す
る場合に、前記無線制御装置に対する信号の送信を停止する通信制御部を具備することを
要旨とする。
【００１５】
　本発明の第１の特徴において、前記位置登録処理を行った位置登録エリアにおいて割り
当てられた前記移動局の識別子を記憶する移動局識別子記憶部を更に具備し、前記通信制
御部が、前記無線制御装置からアクセス制限信号を用いて通知された交換局の識別子と、
前記移動局の識別子に含まれる交換局の識別子とが一致する場合に、前記無線制御装置に
対する信号の送信を停止するように構成されていてもよい。
【００１６】
　本発明の第１の特徴において、前記位置登録処理を行った位置登録エリアの識別子を記
憶する位置登録エリア識別子記憶部を更に具備し、前記通信制御部が、前記無線制御装置
からアクセス制限信号を用いて通知された交換局の識別子と、前記移動局の識別子に含ま
れる交換局の識別子とが一致する場合で、かつ、前記無線制御装置から通知された位置登
録エリアの識別子と、前記位置登録エリア識別子記憶部に記憶されている位置登録エリア
の識別子とが一致する場合に、前記無線制御装置に対する信号の送信を停止するように構
成されていてもよい。
【００１７】
　本発明の第１の特徴において、前記移動局が位置登録処理を行った交換局の識別子を前
記無線制御装置から受信して記憶する交換局識別子記憶部を更に具備し、前記通信制御部
が、前記無線制御装置からアクセス制限信号を用いて通知された交換局の識別子と、前記
交換局識別子記憶部に記憶されている交換局の識別子とが一致する場合に、前記無線制御
装置に対する信号の送信を停止するように構成されていてもよい。
【００１８】
　本発明の第１の特徴において、前記交換局の識別子が、特定の位置登録エリア及び隣接
する位置登録エリア内において、各交換局を一意に識別することができるように構成され
ていてもよい。
【００１９】
　本発明の第１の特徴において、前記通信制御部が、前記無線制御装置からアクセス制限
解除信号を用いて通知された交換局の識別子と、前記移動局が位置登録処理を行った交換
局の識別子とが一致する場合に、前記無線制御装置に対する信号の送信を再開するように
構成されていてもよい。
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【００２０】
　本発明の第２の特徴は、少なくとも２つの交換局が同一の位置登録エリアを管理してい
る移動通信システムにおいて、前記少なくとも２つの交換局の各々に接続されている無線
制御装置であって、接続されている前記少なくとも２つの交換局の状態を監視する監視部
と、前記監視部によって特定の交換局に対してアクセス不能であることを検知した場合、
前記無線制御装置配下の移動局に対して前記特定の交換局の識別子を通知する交換局識別
子通知部と、前記無線制御装置配下の移動局に対して前記位置登録エリアの識別子を通知
する位置登録エリア識別子通知部とを具備することを要旨とする。
【００２１】
　本発明の第３の特徴は、少なくとも２つの交換局が同一の位置登録エリアを管理してお
り、無線制御装置が前記少なくとも２つの交換局の各々に接続されている移動通信システ
ムにおいて、移動局が、現在位置に対応する位置登録エリアを管理するいずれかの交換局
に対して位置登録処理を行う移動通信方法であって、前記移動局が、前記位置登録処理を
行った位置登録エリアにおいて割り当てられた前記移動局の識別子を記憶する工程と、前
記無線制御装置が、接続している前記少なくとも２つの交換局のうちの特定の交換局に対
してアクセス不能であることを検知する工程と、前記無線制御装置が、前記無線制御装置
配下の移動局に対して前記特定の交換局の識別子を通知する工程と、前記無線制御装置が
、前記無線制御装置配下の移動局に対して前記位置登録エリアの識別子を通知する工程と
、前記移動局が、前記無線制御装置からアクセス制限信号を用いて通知された交換局の識
別子と、前記移動局の識別子に含まれる交換局の識別子とが一致する場合に、前記無線制
御装置に対する信号の送信を停止する工程とを有することを要旨とする。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように、本発明によれば、第１のパケット交換サービス用交換局において
輻輳や障害が発生した場合に、同一の位置登録エリアを管理する第２のパケット交換サー
ビス用交換局に位置登録している移動局及び新たに当該位置登録エリアに移動してきた移
動局が、本来アクセス可能である第２のパケット交換サービス用交換局に対してアクセス
を行うことができる移動通信方法、及び、かかる移動通信方法に用いられる移動局及び無
線制御装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１及び図２を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。本実施形態に係る移動通信システムの全体構成は、図８に示す従来の移動通信シ
ステムの全体構成と同一である。以下、本実施形態に係る移動通信システムの構成につい
て、従来の移動通信システムの構成との相違点を主として説明する。
【００２４】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、第１のパケット交換サービス用交換局（ノー
ド）ＳＧＳＮ＃１及び第２のパケット交換サービス用交換局（ノード）ＳＧＳＮ＃２が、
同一のルーティングエリア（位置登録エリア）ＲＡ＃１を管理しており、無線制御装置Ｒ
ＮＣが、第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１及び第２のパケット交換サー
ビス用交換局ＳＧＳＮ＃２の各々に接続されている。
【００２５】
　本実施形態に係る移動局ＵＥは、現在位置に対応するルーティングエリアＲＡを管理す
るいずれかの交換局ＳＧＳＮに対して位置登録処理を行うように構成されている。
【００２６】
　図１に示すように、移動局ＵＥは、送受信部１１と、ＴＭＳＩ記憶部１２と、ＲＡＩ記
憶部１３と、通信制御部１４と、判断部１５とを具備している。
【００２７】
　送受信部１１は、基地局ＢＳとの間で無線チャネルを設定するものであり、かかる無線
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チャネルを介して、無線制御装置ＲＮＣに対して位置登録要求を含むパケット交換サービ
ス用信号を送信し、無線制御装置ＲＮＣからアクセス制限信号等の信号を受信するもので
ある。
【００２８】
　ＴＭＳＩ記憶部１２は、当該移動局ＵＥが位置登録処理を行ったルーティングエリアに
おいて割り当てられた「移動局の識別子」を記憶するものである。具体的には、ＴＭＳＩ
記憶部１２は、位置登録処理によって割り当てられる「移動局の一時的なユーザ識別子（
ＴＭＳＩ：Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔ
ｉｙ）」を記憶するように構成されている。
【００２９】
　ここで、ＴＭＳＩには、当該移動局ＵＥの位置登録先のパケット交換サービス用交換局
の識別子「ＮＲＩ（Ｎｏｄｅ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）」が含まれてい
るが、移動局ＵＥは、ＴＭＳＩのどの部分にＮＲＩが含まれているか知らないため、ＴＭ
ＳＩからＮＲＩを自身で検出することができない。
【００３０】
　ＲＡＩ記憶部１３は、当該移動局ＵＥが位置登録処理を行ったルーティングエリアの識
別子を記憶するものである。具体的には、ＲＡＩ記憶部１３は、定期的に無線制御装置Ｒ
ＮＣから送信される報知信号から検出したルーティングエリアの識別子「ＲＡＩ（Ｒｏｕ
ｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）」を記憶するように構成されている。
【００３１】
　通信制御部１４は、パケット交換サービスにおける通信において必要な制御を行うもの
である。例えば、通信制御部１３は、電源がＯＮとなった場合や、電源がＯＦＦとなった
場合や、位置登録エリアが変更になった場合等に、パケット交換サービス用交換局ＳＧＳ
Ｎに対する位置登録処理を行うことを決定する。
【００３２】
　また、通信制御部１４は、ユーザからの指示等に基づいて発生したパケット交換サービ
ス用信号を、無線制御装置ＲＮＣに対して送信するように構成されている。
【００３３】
　判断部１５は、無線制御装置ＲＮＣから送信されたアクセス制限信号やアクセス制限解
除信号に応じて、パケット交換サービス用信号を無線制御装置ＲＮＣに対して送信するか
否かについて判断するものである。
【００３４】
　具体的には、判断部１５は、無線制御装置ＲＮＣからアクセス制限信号を用いて通知さ
れたパケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩと、ＴＭＳＩに含まれるパケット交換
サービス用交換局の識別子ＮＲＩとが一致する場合で、かつ、無線制御装置ＲＮＣからの
報知信号によって通知されたルーティングエリアの識別子ＲＡＩと、ＲＡＩ記憶部１３に
記憶されているルーティングエリアの識別子ＲＡＩとが一致する場合に、無線制御装置Ｒ
ＮＣに対するパケット交換サービス用信号の送信を停止するように構成されている。
【００３５】
　また、判断部１５は、無線制御装置ＲＮＣからアクセス制限解除信号を用いて通知され
たパケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩと、ＴＭＳＩに含まれるパケット交換サ
ービス用交換局の識別子ＮＲＩとが一致する場合で、かつ、無線制御装置ＲＮＣからの報
知信号によって通知されたルーティングエリアの識別子ＲＡＩと、ＲＡＩ記憶部１３に記
憶されているルーティングエリアの識別子ＲＡＩとが一致する場合に、無線制御装置ＲＮ
Ｃに対するパケット交換サービス用信号の送信を再開するように構成されている。
【００３６】
　本実施形態に係る無線制御装置ＲＮＣは、図２に示すように、ＳＧＳＮ＃１インターフ
ェイス２１と、ＳＧＳＮ＃２インターフェイス２２と、ＵＥインターフェイス２３と、Ｓ
ＧＳＮ状態監視部２４と、信号処理部２５とを具備している。
【００３７】
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　ＳＧＳＮ＃１インターフェイス２１は、第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ
＃１との間の通信インターフェイスであり、ＳＧＳＮ＃２インターフェイス２２は、第２
のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃２との間の通信インターフェイスであり、Ｕ
Ｅインターフェイス２３は、無線制御装置ＲＮＣが接続されているパケット交換サービス
用交換局によって管理されているルーティングエリアＲＡ内の移動局ＵＥ＃１及びＵＥ＃
２との間の通信インターフェイスである。なお、ＳＧＳＮ＃１インターフェイス２１及び
ＳＧＳＮ＃２インターフェイス２２は、Ｉｕ-ｆｌｅｘインターフェイスを構成する。
【００３８】
　ＳＧＳＮ状態監視部２４は、第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１及び第
２のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃２の状態を監視するものである。
【００３９】
　例えば、ＳＧＳＮ状態監視部２４は、各パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮから送
信された状態信号に応じて、各パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮに対してアクセス
不能になったこと（例えば、各パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮにおいて故障が発
生したこと、又は、各パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮの負荷が所定の閾値を超え
たこと）を検知するように構成されている。
【００４０】
　また、ＳＧＳＮ状態監視部２４は、各パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮから送信
された状態信号に応じて、各パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮに対してアクセス可
能になったこと（各パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮにおいて故障が回復したこと
、又は、各パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮの負荷が所定の閾値以下となったこと
）を検知するように構成されている。
【００４１】
　また、ＳＧＳＮ状態監視部２４は、各パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮから送信
された状態信号に応じて、各パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮにおける負荷を監視
するように構成されていてもよい。
【００４２】
　信号処理部２５は、各インターフェイス２１乃至２３を介して送受信する信号について
の所定の処理を行うものである。
【００４３】
　具体的には、信号処理部２５は、無線制御装置ＲＮＣ配下の移動局ＵＥからの位置登録
要求を受信した場合、第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１及び第１のパケ
ット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１の負荷状況に応じて、かかる移動局ＵＥの位置登
録先のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮを決定し、決定したパケット交換サービス
用交換局ＳＧＳＮに対してかかる位置登録要求を転送する。
【００４４】
　ここで、位置登録要求には、パケット交換サービス用位置登録更新信号（Ｎｏｒｍａｌ
　Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ）やパケット交換サービス用アタッチ信号（
ＧＰＲＳ　ａｔｔａｃｈ）等が含まれる。
【００４５】
　また、信号処理部２５は、無線制御装置ＲＮＣ配下の移動局ＵＥからの各種パケット交
換サービス用信号を、当該移動局ＵＥの位置登録先のパケット交換サービス用交換局ＳＧ
ＳＮに対して転送する。各種パケット交換サービス用信号は、パケット交換サービスの利
用に際して送信される任意の信号である。
【００４６】
　また、信号処理部２５は、各パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮに対してアクセス
不能になったことを検知した場合、ＵＥインターフェイス２３を介して、無線制御装置Ｒ
ＮＣ配下の移動局ＵＥに対して、該当するパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮに対す
るアクセス制限信号を送信するように構成されている。
【００４７】
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　ここで、信号処理部２５は、ＴＭＳＩ内のパケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲ
Ｉの位置及びビット数等をアクセス制限信号内に含めることによって、アクセス不能にな
ったパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮを移動局ＵＥに対して通知してもよい。
【００４８】
　また、信号処理部２５は、明示的にパケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩをア
クセス制限信号に付加することによって、アクセス不能になったパケット交換サービス用
交換局ＳＧＳＮを移動局ＵＥに対して通知してもよい。
【００４９】
　同様に、信号処理部２５は、各パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮに対してアクセ
ス可能になったことを検知した場合も、ＵＥインターフェイス２３を介して、無線制御装
置ＲＮＣ配下の移動局ＵＥに対して、該当するパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮに
対するアクセス制限解除信号を送信するように構成されている。
【００５０】
　また、信号処理部２５は、無線制御装置ＲＮＣが接続されているパケット交換サービス
用交換局ＳＧＳＮによって管理されているルーティングエリアの識別子を定期的に報知信
号によって移動局ＵＥに対して通知する。
【００５１】
　次に、図３を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
【００５２】
　ステップＳ１００ａにおいて、ルーティングエリアＲＡ＃１内の移動局ＵＥ＃１は、ル
ーティングエリアＲＡ＃１を管理する第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１
に対して位置登録処理を行い、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１から、第１のパケット交換
サービス用交換局の識別子ＮＲＩ＃１を含むＴＭＳＩを取得してＴＭＳＩ記憶部１２に記
憶する。
【００５３】
　ステップＳ１０１ａにおいて、移動局ＵＥ＃１は、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１から
、ルーティングエリアの識別子ＲＡＩ＃１を取得してＲＡＩ記憶部１３に記憶する。
【００５４】
　同様に、ステップＳ１００ｂにおいて、ルーティングエリアＲＡ＃２内の移動局ＵＥ＃
３は、ルーティングエリアＲＡ＃２を管理する第３のパケット交換サービス用交換局ＳＧ
ＳＮ＃３に対して位置登録処理を行い、第２の無線制御装置ＲＮＣ＃２から、第３のパケ
ット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩ＃１を含むＴＭＳＩを取得してＴＭＳＩ記憶部
１２に記憶する。
【００５５】
　ステップＳ１０１ｂにおいて、移動局ＵＥ＃１は、第２の無線制御装置ＲＮＣ＃２から
、ルーティングエリアＲＡ＃２の識別子ＲＡＩ＃２を取得してＲＡＩ記憶部１３に記憶す
る。
【００５６】
　なお、上述のように、第１のパケット交換サービス用交換局の識別子と第３のパケット
交換サービス用交換局の識別子は、同一のＮＲＩ＃１であるものとする。
【００５７】
　ステップＳ１１１において、第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１におい
て、輻輳又は障害が発生する。ステップＳ１１２において、第１のパケット交換サービス
用交換局ＳＧＳＮ＃１は、輻輳又は障害が発生した旨を通知するための状態信号を第１の
無線制御装置ＲＮＣ＃１に送信する。
【００５８】
　ステップＳ１１３において、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１は、かかる状態信号によっ
て、第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１において輻輳又は障害が発生した
ことを検知し、第１のパケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩ＃１を含むアクセス
制限信号を、ルーティングエリアＲＡ＃１内の移動局ＵＥに対して送信する。
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【００５９】
　ステップＳ１１５ａにおいて、移動局ＵＥ＃１は、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１から
送信されたアクセス制限信号に含まれる第１のパケット交換サービス用交換局の識別子Ｎ
ＲＩ＃１と、ＴＭＳＩに含まれるパケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩ＃１とが
一致し、かつ、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１からの報知信号によって通知されたルーテ
ィングエリアの識別子ＲＡＩ＃１と、ＲＡＩ記憶部１３に記憶されているルーティングエ
リアの識別子ＲＡＩ＃１とが一致すると判断する。
【００６０】
　ここで、移動局ＵＥ＃１は、かかる判断結果に基づいて、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃
１に対するパケット交換サービス用信号の送信を停止する。
【００６１】
　一方、ステップＳ１１５ｂにおいて、新たにルーティングエリアＲＡ＃１に移動してき
た移動局ＵＥ＃３は、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１から送信されたアクセス制限信号に
含まれる第１のパケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩ＃１と、ＴＭＳＩに含まれ
るパケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩ＃１とが一致するが、第１の無線制御装
置ＲＮＣ＃１からの報知信号によって通知されたルーティングエリアの識別子ＲＡＩ＃１
と、ＲＡＩ記憶部１３に記憶されているルーティングエリアの識別子ＲＡＩ＃２とが一致
しないと判断する。
【００６２】
　ステップＳ１１６において、移動局ＵＥ＃３は、かかる判断結果に基づいて、第１の無
線制御装置ＲＮＣ＃１に対して、ルーティングエリアＲＡ＃１における位置登録要求を送
信する。
【００６３】
　ステップＳ１１７及びステップＳ１１８において、移動局ＵＥ＃３からの位置登録要求
は、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１を介して、ルーティングエリアＲＡ＃１を管理する第
２のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃２に転送され、移動局ＵＥ＃３の第２のパ
ケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃２に対する位置登録処理が行われる。
【００６４】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、第１のパケット交換サービス用交換局Ｓ
ＧＳＮ＃１において輻輳や障害が発生した場合に、同一のルーティングエリアＲＡ＃１を
管理する第２のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃２に位置登録している移動局Ｕ
Ｅ＃２及び新たにルーティングエリアＲＡ＃１に移動してきた移動局ＵＥ＃３が、本来ア
クセス可能である第２のパケット交換サービス用交換局に対してアクセスを行うことがで
きる。
【００６５】
（本発明の第２の実施形態に係る移動通信システム）
　図４を参照して、本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムの構成について説明
する。以下、本実施形態に係る移動通信システムの構成について、上述の第１の実施形態
に係る移動通信システムの構成との相違点を主として説明する。
【００６６】
　本実施形態に係る移動局ＵＥは、図４に示すように、第１の実施形態に係る移動局ＵＥ
の構成要素に加えて、ＳＧＳＮ-ＩＤ記憶部１６を具備している。
【００６７】
　ＳＧＳＮ-ＩＤ記憶部１６は、移動局ＵＥが位置登録処理を行ったパケット交換サービ
ス用交換局の識別子「ＳＧＳＮ-ＩＤ」を記憶するものである。具体的には、ＳＧＳＮ-Ｉ
Ｄ記憶部１６は、無線制御装置ＲＮＣから所定タイミングで送信されたパケット交換サー
ビス用交換局の識別子ＳＧＳＮ-ＩＤを受信して記憶するように構成されている。
【００６８】
　無線制御装置ＲＮＣは、移動局ＵＥの位置登録処理中にパケット交換サービス用交換局
の識別子ＳＧＳＮ-ＩＤを送信するように構成されていてもよいし、移動局ＵＥの位置登
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録処理後にパケット交換サービス用交換局の識別子ＳＧＳＮ-ＩＤを送信するように構成
されていてもよい
　ＳＧＳＮ-ＩＤは、移動通信システムにおける全てのルーティングエリアＲＡにおいて
、各パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮを一意に識別することができるように構成さ
れている。一般的に、ＳＧＳＮ-ＩＤは、ＴＭＳＩよりも少ないデータ量の情報である。
【００６９】
　また、判断部１５は、無線制御装置ＲＮＣからアクセス制限信号を用いて通知されたＳ
ＧＳＮ-ＩＤと、ＳＧＳＮ-ＩＤ記憶部１６に記憶されているパケット交換サービス用交換
局の識別子ＳＧＳＮ-ＩＤとが一致する場合に、無線制御装置ＲＮＣに対するパケット交
換サービス用信号の送信を停止するように構成されている。
【００７０】
　また、判断部１５は、無線制御装置ＲＮＣからアクセス制限解除信号を用いて通知され
たパケット交換サービス用交換局の識別子ＳＧＳＮ-ＩＤと、ＳＧＳＮ-ＩＤ記憶部１６に
記憶されているパケット交換サービス用交換局の識別子ＳＧＳＮ-ＩＤとが一致する場合
に、無線制御装置ＲＮＣに対するパケット交換サービス用信号の送信を再開するように構
成されている。
【００７１】
　次に、図５を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
【００７２】
　ステップＳ３０１ａにおいて、ルーティングエリアＲＡ＃１内の移動局ＵＥ＃１は、ル
ーティングエリアＲＡ＃１を管理する第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１
に対して位置登録処理を行い、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１は、所定のタイミングで、
移動局ＵＥ＃１の位置登録先の第１のパケット交換サービス用交換局の識別子ＳＧＳＮ-
ＩＤ＃１を、移動局ＵＥ＃１に送信する。移動局ＵＥ＃１は、受信したパケット交換サー
ビス用交換局の識別子ＳＧＳＮ-ＩＤ＃１をＳＧＳＮ-ＩＤ記憶部１６に記憶する。
【００７３】
　同様に、ステップＳ３０１ｂにおいて、ルーティングエリアＲＡ＃２内の移動局ＵＥ＃
３は、ルーティングエリアＲＡ＃２を管理する第２のパケット交換サービス用交換局ＳＧ
ＳＮ＃３に対して位置登録処理を行い、第２の無線制御装置ＲＮＣ＃２は、所定のタイミ
ングで、移動局ＵＥ＃３の位置登録先の第３のパケット交換サービス用交換局の識別子Ｓ
ＧＳＮ-ＩＤ＃３を、移動局ＵＥ＃３に送信する。移動局ＵＥ＃３は、受信したパケット
交換サービス用交換局の識別子ＳＧＳＮ-ＩＤ＃３をＳＧＳＮ-ＩＤ記憶部１６に記憶する
。
【００７４】
　ステップＳ３１１において、第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１におい
て、輻輳又は障害が発生する。ステップＳ３１２において、第１のパケット交換サービス
用交換局ＳＧＳＮ＃１は、輻輳又は障害が発生した旨を通知するための状態信号を第１の
無線制御装置ＲＮＣ＃１に送信する。
【００７５】
　ステップＳ３１３において、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１は、かかる状態信号によっ
て、第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１において輻輳又は障害が発生した
ことを検知し、第１のパケット交換サービス用交換局の識別子ＳＧＳＮ-ＩＤ＃１を含む
アクセス制限信号を、ルーティングエリアＲＡ＃１内の移動局ＵＥに対して送信する。
【００７６】
　ステップＳ３１４ａにおいて、移動局ＵＥ＃１は、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１から
送信されたアクセス制限信号に含まれる第１のパケット交換サービス用交換局の識別子Ｓ
ＧＳＮ-ＩＤ＃１と、ＳＧＳＮ-ＩＤ記憶部１６に記憶されているパケット交換サービス用
交換局の識別子識別子ＳＧＳＮ-ＩＤ＃１とが一致すると判断する。ここで、移動局ＵＥ
＃１は、かかる判断結果に基づいて、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１に対するパケット交
換サービス用信号の送信を停止する。
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【００７７】
　一方、ステップＳ３１４ｂにおいて、新たにルーティングエリアＲＡ＃１に移動してき
た移動局ＵＥ＃３は、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１から送信されたアクセス制限信号に
含まれる第１のパケット交換サービス用交換局の識別子ＳＧＳＮ-ＩＤ＃１と、ＳＧＳＮ-
ＩＤ記憶部１６に記憶されているパケット交換サービス用交換局の識別子識別子ＳＧＳＮ
-ＩＤ＃３とが一致しないと判断する。
【００７８】
　ステップＳ３１５において、移動局ＵＥ＃３は、かかる判断結果に基づいて、第１の無
線制御装置ＲＮＣ＃１に対して、ルーティングエリアＲＡ＃１における位置登録要求を送
信する。
【００７９】
　ステップＳ３１６及びステップＳ３１７において、移動局ＵＥ＃３からの位置登録要求
は、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１を介して、ルーティングエリアＲＡ＃１を管理する第
２のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃２に転送され、移動局ＵＥ＃３の第２のパ
ケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃２に対する位置登録処理が行われる。
【００８０】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、パケット交換サービス用交換局の識別子
ＳＧＳＮ-ＩＤが、全てのルーティングエリアにおいて、各パケット交換サービス用交換
局ＳＧＳＮを一意に識別することができるため、移動局ＵＥは、かかるパケット交換サー
ビス用交換局の識別子ＳＧＳＮ-ＩＤの比較によって、無線制御装置ＲＮＣに対するパケ
ット交換サービス用信号の送信を制御することができ、移動局ＵＥにおける処理負荷の軽
減を図ることができる。
【００８１】
（本発明の第３の実施形態に係る移動通信システム）
　図６（ａ）及び図６（ｂ）を参照して、本発明の第３の実施形態に係る移動通信システ
ムの構成について説明する。以下、本実施形態に係る移動通信システムの構成について、
上述の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成との相違点を主として説明する。
【００８２】
　本実施形態に係る無線制御装置ＲＮＣは、図６（ａ）に示すように、第１の実施形態に
係る無線制御装置ＲＮＣの構成要素に加えて、ＮＲＩ管理部２６を具備している。
【００８３】
　ＮＲＩ管理部２６は、他の無線制御装置ＲＮＣと協働して、パケット交換サービス用交
換局の識別子ＮＲＩが、該無線制御装置ＲＮＣによって管理されているルーティングエリ
アＲＡ及び当該ルーティングエリアＲＡに隣接するルーティングエリアＲＡ内において、
各パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮを一意に識別できるように管理するものである
。
【００８４】
　具体的には、図６（ｂ）に示すように、ルーティングエリアＲＡ＃１を管理する無線制
御装置ＲＮＣは、ルーティングエリアＲＡ＃２乃至ＲＡ＃７を管理する無線制御装置ＲＮ
Ｃと協働して、パケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩが各パケット交換サービス
用交換局ＳＧＳＮを一意に識別できるように管理するように構成されている。
【００８５】
　ただし、ルーティングエリアＲＡ＃１及びＲＡ＃８では、異なるパケット交換サービス
用交換局ＳＧＳＮに対して、同一のパケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩが割り
当てられ得る。
【００８６】
　なお、上述のように、複数の無線制御装置ＲＮＣが、協働することによって、パケット
交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩの割り当てを行ってもよいし、別個独立のＮＲＩ管
理装置（図示せず）が、一括してパケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩの割り当
てを行ってもよい。
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【００８７】
　後者の場合、ＮＲＩ管理部２６は、ＮＲＩ管理装置によって割り当てられたパケット交
換サービス用交換局の識別子ＮＲＩを受信するように構成されている。
【００８８】
　本実施形態では、無線制御装置ＲＮＣによって管理されているルーティングエリアＲＡ
及び当該ルーティングエリアＲＡに隣接するルーティングエリアＲＡ内において、各パケ
ット交換サービス用交換局ＳＧＳＮを一意に識別できるように各パケット交換サービス用
交換局の識別子ＮＲＩを割り当てているが、パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮを一
意に識別できるように各パケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩを割り当てるルー
ティングエリアＲＡを、他の範囲として設定してもよい。
【００８９】
　次に、図７を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
【００９０】
　ステップＳ４０１ａにおいて、ルーティングエリアＲＡ＃１内の移動局ＵＥ＃１は、ル
ーティングエリアＲＡ＃１を管理する第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１
に対して位置登録処理を行い、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１から、第１のパケット交換
サービス用交換局の識別子ＮＲＩ＃１を含むＴＭＳＩを取得してＴＭＳＩ記憶部１２に記
憶する。
【００９１】
　同様に、ステップＳ４０１ｂにおいて、ルーティングエリアＲＡ＃２内の移動局ＵＥ＃
３は、ルーティングエリアＲＡ＃２を管理する第３のパケット交換サービス用交換局ＳＧ
ＳＮ＃３に対して位置登録処理を行い、第２の無線制御装置ＲＮＣ＃２から、第３のパケ
ット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩ＃１１を含むＴＭＳＩを取得してＴＭＳＩ記憶
部１２に記憶する。
【００９２】
　ここで、ルーティングエリアＲＡ＃１及びＲＡ＃２が、隣接しているため、ルーティン
グエリアＲＡ＃１を管理する第１のパケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩ＃１と
、ルーティングエリアＲＡ＃２を管理する第３のパケット交換サービス用交換局の識別子
ＮＲＩ＃１１とは、別個の識別子が割り当てられている。
【００９３】
　ステップＳ４１１において、第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１におい
て、輻輳又は障害が発生する。ステップＳ４１２において、第１のパケット交換サービス
用交換局ＳＧＳＮ＃１は、輻輳又は障害が発生した旨を通知するための状態信号を第１の
無線制御装置ＲＮＣ＃１に送信する。
【００９４】
　ステップＳ４１３において、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１は、かかる状態信号によっ
て、第１のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃１において輻輳又は障害が発生した
ことを検知し、第１のパケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩ＃１を含むアクセス
制限信号を、ルーティングエリアＲＡ＃１内の移動局ＵＥに対して送信する。
【００９５】
　ステップＳ４１４ａにおいて、移動局ＵＥ＃１は、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１から
送信されたアクセス制限信号に含まれる第１のパケット交換サービス用交換局の識別子Ｎ
ＲＩ＃１と、ＴＭＳＩに含まれるパケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩ＃１とが
一致すると判断する。ここで、移動局ＵＥ＃１は、かかる判断結果に基づいて、第１の無
線制御装置ＲＮＣ＃１に対するパケット交換サービス用信号の送信を停止する。
【００９６】
　一方、ステップＳ４１４ｂにおいて、新たにルーティングエリアＲＡ＃１に移動してき
た移動局ＵＥ＃３は、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１から送信されたアクセス制限信号に
含まれる第１のパケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩ＃１と、ＴＭＳＩに含まれ
るパケット交換サービス用交換局の識別子ＮＲＩ＃１１とが一致しないと判断する。
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【００９７】
　ステップＳ４１５において、移動局ＵＥ＃３は、かかる判断結果に基づいて、第１の無
線制御装置ＲＮＣ＃１に対して、ルーティングエリアＲＡ＃１における位置登録要求を送
信する。
【００９８】
　ステップＳ４１６及びステップＳ４１７において、移動局ＵＥ＃３からの位置登録要求
は、第１の無線制御装置ＲＮＣ＃１を介して、ルーティングエリアＲＡ＃１を管理する第
２のパケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃２に転送され、移動局ＵＥ＃３の第２のパ
ケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮ＃２に対する位置登録処理が行われる。
【００９９】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、パケット交換サービス用交換局の識別子
ＮＲＩが、特定の範囲のルーティングエリアにおいて、各パケット交換サービス用交換局
ＳＧＳＮを一意に識別することができるため、移動局ＵＥは、かかるパケット交換サービ
ス用交換局の識別子ＮＲＩの比較によって、無線制御装置ＲＮＣに対するパケット交換サ
ービス用信号の送信を制御することができ、移動局ＵＥにおける処理負荷の軽減を図るこ
とができる。
【０１００】
（変更例）
　なお、本実施形態では、パケット交換サービス用交換局ＳＧＳＮを用いた例について説
明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、パケット交換サービス用交換局Ｓ
ＧＳＮの代わりに、回線交換サービス用交換局ＭＳＣ/ＶＬＲを用いた場合にも同様に適
用することができる。
【０１０１】
　また、本実施形態では、位置登録エリアとして、ルーティングエリアＲＡを用いた例に
ついて説明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、位置登録エリアとして、
ロケーションエリア等を用いた場合にも同様に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本発明の第１乃至第３の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図２】本発明の第１乃至第３の実施形態に係る無線制御装置の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図６】本発明の第３の実施形態に係る無線制御装置の機能ブロック及び位置登録エリア
を示す図である。
【図７】本発明の第３の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図８】従来技術に係る移動通信システムの全体構成及び動作を説明するための図である
。
【符号の説明】
【０１０３】
ＵＥ＃１、ＵＥ＃２、ＵＥ＃３…移動局
ＲＮＣ…無線制御装置
ＢＳ…基地局
ＳＧＳＮ＃１、ＳＧＳＮ＃２…パケット交換サービス用交換局
１１…送受信部
１２…ＴＭＳＩ記憶部
１３…ＲＡＩ記憶部
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１４…通信制御部
１５…判断部
１６…ＳＧＳＮ-ＩＤ記憶部
２１…ＳＧＳＮ＃１インターフェイス
２２…ＳＧＳＮ＃２インターフェイス
２３…ＵＥインターフェイス
２４…ＳＧＳＮ状態監視部
２５…信号処理部
２６…ＮＲＩ管理部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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